
平成３０年１１月８日

国道３３７号小樽市銭函
お た る し ぜ にば こ

の銭函
ぜにばこ

高架橋
こうかきょう

補修工事に伴う

通行規制のお知らせ

記

規制区間 ： 国道３３７号「銭函高架橋Ｃランプ橋」【下り線（札幌方向）】

規制期間 ： 平成３０年１１月１２日（月）９：００～１１月１６日（金）１６：００

平成３０年１１月１９日（月）９：００～１１月２２日（木）１６：００

※作業の進捗状況及び天候によっては規制期間に変更が生じる場合があります。

規制内容 ： 下り線（札幌方向）通行止め

※詳細は別紙をご参照ください。

国道３３７号「銭函高架橋」において、橋梁の老朽化対策として舗装補修を行うため、下記の

とおり通行規制を実施しますので、お知らせします。

当該区間を利用される皆様には、大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いしま

す。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

小樽道路事務所 副 所 長 増
ます

川
かわ

直
なお

実
み

（0134-22-9116)

小樽道路事務所 第２工務課長 小
こ

井
い

田
だ

剛
つよし

（0134-22-9116)

小樽開発建設部ホームペ－ジアドレス http://www.hkd.mlit.go.jp/ot/
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国道３３７号「銭函高架橋」において、橋の舗装を直すために通行止めを行いますの

で、ご協力をお願いいたします。

ご不便をおかけしますが、当該区間の迂回にご協力をお願いいたします。

●通行止め区間

国道３３７号 銭函高架橋Ｃランプ橋

※国道３３７号から国道５号に向かって札幌方向に行く車線

（小樽方向及び札樽自動車道銭函ＩＣ方向の車線は通行可能です）

※特殊車両については国道５号に迂回願います。

●規制期間

平成３０年１１月１２日（月）９：００～１１月１６日（金）１６：００

平成３０年１１月１９日（月）９：００～１１月２２日（木）１６：００

（作業の進捗状況及び天候によっては規制期間に変更が生じる場合があります）

●お問合せ先

小樽開発建設部 小樽道路事務所 第２工務課

ＴＥＬ ０１３４－２２－９１１６

通行止めのお知らせ

Ｎ

電子

国土

電子

国土

電子

国土

市
道
曙
通

銭函高架橋

Ｎ



別紙２

平　面　図

400 3500 5500

9900

1500 3250

500

750

8000

9000

3250

500

750

500

3250750

5250 1000 500 5005250

12500

35008000

12400

7503250750 3250

400

3250 150050032501500 500

500

 Cランプ  Bランプ  Aランプ  Dランプ 

3240 260 260 3240

 断 面 図 

舗装補修

札幌方向 小樽方向 小樽方向
札樽自動車道

石狩方向 石狩方向（銭函IC）方向
札樽自動車道
（銭函IC）方向

×通行止め ○通行可能 ○通行可能 ○通行可能 ○通行可能 ○通行可能 ○通行可能

工事箇所

通行止め

至 石狩


